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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，社団法人電気設備学会(IEIEJ)及び財団法人日

本規格協会(JSA)から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工業標準調

査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について，責任は

もたない。 

JIS C 0364，JIS C 60364 の規格群には，附属書 JA に示す部構成がある。 



 

 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

日本工業規格          JIS 
 C 0364-7-717：2008 
 (IEC 60364-7-717：2001) 

建築電気設備－ 
第 7-717 部：特殊設備又は特殊場所に関する 
要求事項－移動形又は運搬可能形ユニット 

Electrical installations of buildings-Part 7-717: Requirements for special 
installations or locations-Mobile or transportable units 

 
序文 

この規格は，2001 年に第 1 版として発行された IEC 60364-7-717 を基に，技術的内容及び対応国際規格

の構成を変更することなく作成した日本工業規格である。 

 

700.1  概要 

JIS C 0364-7 のこの部の要求事項は，JIS C 60364 の他の部の一般要求事項を補足し，修正し又は置き換

える。 

箇条番号の付け方は，JIS C 60364-1 の様式（表 A.1 及び表 A.2）及び対応する国際規格に従っている。

第 7-717 部の固有番号である 717 に続く番号は，JIS C 60364 の対応する部又は箇条の番号である。 

部又は箇条がないときは，JIS C 60364 の規格群のうち次の規格に規定する一般要求事項が適用できるこ

とを意味している。 

JIS C 60364-1:2006（IEC 60364-1:2001），JIS C 60364-4-41:2006（IEC 60364-4-41:2001）， 

JIS C 60364-4-43:2006（IEC 60364-4-43:2001），JIS C 60364-5-51:2006（IEC 60364-5-51:2001）， 

JIS C 60364-5-52:2006（IEC 60364-5-52:2001），JIS C 60364-5-55:2006（IEC 60364-5-55:2002） 

 

717  移動形又は運搬可能形ユニット 

717.1  適用範囲  

この節の特別要求事項は，移動形又は運搬可能形ユニットについて規定する。 

この規格で用いる用語 “ユニット” は，電気設備のすべて又は一部分を含む乗り物及び／若しくは移動

形，又は運搬可能形の構造物を意味する。 

ユニットとは，次のいずれかである。 

－ 移動形，例えば，乗り物（自走式又はけん引式） 

－ 運搬可能形，例えば，ベースフレームに置いたコンテナ又は小屋 

ここで意図する使用例には，放送，医療，広告，消防，作業場などがある。 

二つ以上のユニットは，電気的に互いに接続してもよい。 

この要求事項は，次のものには適用しない。 

－ 発電設備 


